
 

第５５号議案 平成３０年度（２０１８年度）町田市一般会計補正予算（第１ 

   号）の修正案 

 平成３０年度（２０１８年度）町田市一般会計補正予算（第１号）の一部を次のよ

うに修正する。 

 第１条第１項中「１，７０７，３８２千円」を「１，６７７，４５１千円」に、

「１４８，２３９，２６４千円」を「１４８，２０９，３３３千円」に改める。 

 第１表歳入歳出予算補正及び第２表債務負担行為補正の表の一部を次のように改め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第１表 歳入歳出予算補正 

歳  入 

款 項 補正前の額 補正額 計 

18.繰入金 

  
千円 

4,410,523 

千円 

210,254 

千円 

4,620,777 

2.基金繰入金 4,410,520 210,254 4,620,774 

 

歳  出   

款 項 補正前の額 補正額 計 

10.教 育 費 

  

千円 

14,211,032 

千円 

△1,563,361 

千円 

12,647,671 

2.社会教育費 3,149,804 7,393 3,157,197 

 

第２表 債務負担行為補正 

事  項 期  間 限 度 額 修正内容 

（仮称）国際工芸美術館整備事業 
平成３０年度から

平成３１年度まで 

千円 

69,838 
削 除 

 

 



 

予算修正の説明 

 

１． 第１条第１項中、歳入歳出予算の補正額１，７０７，３８２千円から歳入歳出

それぞれ２９，９３１千円を削り、１，６７７，４５１千円とする。 

 

１． 歳入、款１８．繰入金、項２．基金繰入金の補正額２４０，１８５千円のうち、

目１．基金繰入金、節１．基金繰入金、説明の公共施設整備等基金繰入金６３，

７７２千円から、２９，９３１千円を削り、２１０，２５４千円とする。 

 

１． 歳出、款１０．教育費、項２．社会教育費の補正額３７，３２４千円のうち、

目２．文化振興費、節１３．委託料、説明８．（仮称）国際工芸美術館整備費

２９，９３１千円を削り、７，３９３千円とする。 

 

１． 第２表債務負担行為補正の追加事項から（仮称）国際工芸美術館整備事業を削

除する。 

 

 

 


